
No.            

入学申込書 

申込日   年   月  日   

フリガナ  ⽣年⽉⽇ 
申込 
コース 

 

⽒  名  年 
⽉  ⽇⽣ 

現住所 
〒   

写真貼付 

半⾝脱帽 
3 x 3 cm 

 

帰省地 〒  

出 ⾝ 
在籍学校 

⽴        ⾼校 
中学校 

学年在籍中 
年度卒業⽣ 

美術教官   

保護者名 (続柄)     住所 
  

緊急連絡先 (続柄)     ⼊学者携帯番号   

 

  
 

調査書 

⼊学⾦ 初⽉（ ⽉）分分納⾦ ⽉額分納⾦ 

特待⽣ 

備 考 

円 円 円  

納⼊⽇  ／ 納⼊⽇  ／ 納⼊⽇  ／  

実技経験 
◼デッサン(    )点   ■平⾯構成(    )点      ■彫刻(    )点 
■油絵(    )点    ■着彩(    )点       ■その他(    )点 

志望⼤学 
⼜は 

志望⾼校 

学校 名 学部・学科・専攻  
 
 

家
族
構
成 

⽒名 職業 続柄 年齢 
      

      

      

      

前年度 
受験結果 
(既卒⽣のみ) 

⼤学     合・否 ⼤学     合・否 

⾝
体
状
況 

⾎液型   型 
⼤学     合・否 ⼤学     合・否 アレルギー 

内申点 
英語 国語 理科(   ) 社会(   ) 数 学 

      
主な既往症 

得意学科：                不得意学科：  

現在の悩み 
問題点 

 
 

通
学
⽅
法 

徒歩・⾃転⾞・⾞・ 
電⾞・オートバイ ⻑所・短所  

将来の 
希望進路 

 所要時間 
    
      分  



特定商取引法に基づく概要書 
 

本書面の内容をよくお読みいただき十分にご理解した上でご契約ください。 

 

1.事業者氏名(法人名)、住所、電話番号、代表者氏名 

事業者  株式会社すいらん すいらんアートゼミナール 

住所    群馬県前橋市文京町 1-47-1 

電話    027-223-6312 

代表者   梅津 宏規 

 

2.役務の内容 

中学生、高校生、高卒生を対象とした芸大・美大および美術系高等学校、専門学校の受験に対する学習指導。 

 

3.役務の対価(学費) 

別紙募集要項の「学費一覧」をご覧ください。 

 

4. 前項の納付方法、時期 

別紙募集要項の「学費納入」をご覧ください。 

 

5. 役務の提供期間 

入学申込書(契約書)交付日より、2027 年 3月 22 日まで。 

 

6.クーリング・オフに関する事項 

(1)契約書面を受け取った日から数えて 8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 

(2)契約の解除は、入学申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。 

(3)契約の解除については、手数料は不要とし、入学申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。 

 

7.中途解約に関する事項 

(1)クーリング・オフ期間経過後においても、所定の手続きを経て、特定継続的役務提供等契約(当校では入学契約を指し、以下、

入学契約と言う。)を解除(中途解約)することができます。前受金（当校では初回金を指す。)をいただいている場合は、全額

返還するものとします。 

但し、次のイ・ロの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解約損料を請求いたします。 

イ.契約の解除が役務提供開始前である場合 11,000円 

ロ.契約の解除が役務提供開始後である場合(①と②の合計額) 

① 提供された特定継続的役務の対価(当校では学費を指す。)に相当する額。 

② 入学契約の解除によって通常生ずる損害の額として政令で定める以下の額。 

20,000円または、当該特定継続的役務提供契約における 1か月分の役務に相当する額のいずれか低い額。 

 

8.前受金の保全に関する事項 

前受金の保全措置はとっておりません。 

 

9.特約に関する事項 

春期、夏期、冬期、入試直前の講習会は、別契約となります。 

 

10.契約の締結に関する事項 

当校の役務提供とその内容については担当者による十分な説明を受けた上で契約するものとし、契約者が必要事項を記入した入学

申込書（契約書）が当校に提出された時点で、契約者は契約内容について同意したものとし、契約が締結されるものとします。  

 


